
無償化のための説明会



冒頭に

・本日は３０分以内に質疑応答も含め終了します。

・本日の説明では、無償化について決まっていることで、当園に関係のある
部分のみ説明します。

・最後に質問の時間をとりますが、個別の質問も受け付けています。

・よろしくお願いいたします。



無償化の概要

・幼児教育・保育の無償化は２０１９年１０月から予定されています

・当園の場合、１号認定・２号認定の全園児、及び３号認定かつ市民税非課
税世帯園児の保育料が無償（０円）になります。

・保育料の滞納がないことが無償化の要件となっています。

・１０月からは、基本保育料を不徴収とし、その他の実費部分はお支払いいた
だく予定です。



無償化の対象



無償化の範囲



給食費について

・給食費は、１号認定も２号認定も全額保護者負担となります。

費用は各園によって異なります。

・当園では月額６,０００円が給食費となります。

内訳は、主食 ８００円 副食 ５，２００円になります。

・副食費の免除制度があります。

・土曜日の食事代は別途加算します（１日３００円）。



注意事項

・０歳児～２歳児（非課税世帯を除く）は、保育料をこれまで通り徴収します。

・２号認定の延長保育料は無償化の対象外です。



Q：満３歳児の無償化は？

・満３歳（２歳児クラスでお誕生日を迎えた日以降）は１号も無償化の対象
になります。

・当園では１号認定の定員数が少なく、他園と比べて１号の教育時間を長く
とる特別対応をしています。

・現状では、満３歳児になった時の１号への契約変更は出来ません。



Q：副食費の免除制度って

・副食費の免除制度があります。

・減免の対象は、世帯年収３６０万未満世帯・第３子に該当する園児となり

ます。

・減免対象の家庭は、主食費のみ徴収します。



その他

・銀行手数料が消費税増税にともない、３０円から３３円に変更になります。

・同意書の提出をお願いします。

サインのみで結構です。６日（金）までに提出ください。


